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○ 平 成 六 年 郵 政 省 告 示 第 四 百 二 十 四 号 （ 端 末 設 備 等 規 則 の 規 定

に 基 づ く 識 別 符 号 の 条 件 等 を 定 め る 件 ）  

（ 平 成 六 年 七 月 二 十 八 日 ）  

（ 郵 政 省 告 示 第 四 百 二 十 四 号 ）  
改 正 平 成 七 年 二 月 二 二 日 郵 政 省 告 示 第 八 六 号  

同 一 〇 年 一 二 月 二 五 日 同    第 六 一 七 号  
同 一 一 年 一 〇 月 二 七 日 同    第 七 五 七 号  

同 一 二 年 三 月 一 六 日 同    第 一 五 八 号  

同 一 二 年 四 月 二 七 日 同    第 二 七 六 号  

同 一 二 年 八 月 九 日 同    第 五 〇 二 号  

同 一 四 年 二 月 二 八 日 総 務 省 告 示 第 一 二 七 号  

同 一 四 年 九 月 一 九 日 同    第 五 四 一 号  

同 一 七 年 五 月 一 六 日 同    第 五 八 一 号  

同 一 七 年 八 月 九 日 同    第 八 七 一 号  

同 一 八 年 八 月 一 日 同    第 四 三 二 号  

同 一 九 年 一 月 三 一 日 同    第 四 九 号  

同 一 九 年 六 月 二 八 日 同    第 三 六 九 号  

同 二 〇 年 五 月 二 九 日 同    第 三 二 五 号  

同 二 〇 年 八 月 二 九 日 同    第 四 七 九 号  

同 二 二 年 一 〇 月 二 六 日 同    第 三 九 一 号  

同 二 三 年 一 二 月 一 四 日 同    第 五 三 七 号  

同 二 四 年 一 二 月 五 日 同    第 四 五 一 号  

同 二 五 年 三 月 二 七 日 同    第 一 三 七 号  

同 二 六 年 八 月 二 二 日 同    第 二 八 三 号  

同 二 七 年 一 一 月 三 〇 日 同    第 四 一 七 号  

同 二 八 年 五 月 一 八 日 同    第 二 一 三 号  

同 二 八 年 八 月 三 一 日 同    第 三 三 九 号  

同 二 九 年 七 月 二 一 日 同    第 二 二 一 号  

同 二 九 年 九 月 一 一 日 同    第 二 九 五 号  

同 三 〇 年 一 月 二 五 日 同    第 二 五 号  

同 三 〇 年 六 月 二 九 日 同    第 二 一 三 号  

同 三 一 年 一 月 二 四 日 同    第 二 七 号  

同 三 一 年 三 月 二 七 日 同    第 一 二 〇 号  

令 和 元 年 七 月 一 一 日 同    第 一 〇 一 号  

同  元 年 一 一 月 二 〇 日 同    第 二 五 四 号  

同  二 年 七 月 三 一 日 同    第 二 三 二 号  

同  二 年 一 〇 月 三 〇 日 同    第 三 一 〇 号  

同  二 年 一 二 月 一 〇 日 同    第 三 七 五 号  

同  四 年 九 月 二 日 同    第 二 九 九 号  

同  五 年 一 一 月 一 ○ 日 同    第 三 七 四 号  

同  六 年 九 月 三 〇 日 同    第 二 九 三 号  

端 末 設 備 等 規 則 （ 昭 和 六 十 年 郵 政 省 令 第 三 十 一 号 ） 第 九 条 （ 同 規 則
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第 三 十 四 条 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に 基 づ き 、 識 別 符

号 の 条 件 、 使 用 す る 電 波 の 周 波 数 の 空 き 状 態 の 判 定 の 方 法 、 使 用 す る

電 波 の 周 波 数 の 空 き 状 態 の 判 定 の 機 能 を 要 し な い 端 末 設 備 又 は 自 営 電

気 通 信 設 備 、 一 の 筐
き よ う

体 に 収 め る こ と を 要 し な い 無 線 設 備 又 は そ の 装

置 、 及 び 同 規 則 第 三 十 四 条 の 規 定 に よ り 同 規 則 第 九 条 の 規 定 を 準 用 す

る 自 営 電 気 通 信 設 備 を 次 の よ う に 定 め 、 平 成 六 年 七 月 二 十 八 日 か ら 施

行 す る 。  

平 成 五 年 郵 政 省 告 示 第 二 百 六 十 六 号 （ 端 末 設 備 等 規 則 の 規 定 に 基 づ

く 識 別 符 号 の 条 件 等 を 定 め る 件 ） は 、 廃 止 す る 。  

一 識 別 符 号 の 符 号 長 は 、 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 使 用 す る 無 線 設 備 の

区 別 に 従 い 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 条 件 に よ る も の と す る 。  

使 用 す る 無 線 設 備 の 区 別  識 別 符 号 の 符 号 長  

一 電 波 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 百 三 十 一

号 ） 第 四 条 第 一 号 に 規 定 す る 無 線 局 で あ

っ て 、 電 波 法 施 行 規 則 （ 昭 和 二 十 五 年 電

波 監 理 委 員 会 規 則 第 十 四 号 ） 第 六 条 第 一

項 に 規 定 す る 発 射 す る 電 波 が 著 し く 微 弱

な 無 線 局 （ 以 下 「 微 弱 無 線 局 」 と い

う 。 ） の 無 線 設 備  

一 九 ビ ッ ト 以 上 （ 二 五 ビ ッ

ト 、 二 八 ビ ッ ト 、 二 九 ビ ッ

ト 及 び 四 八 ビ ッ ト を 除

く 。 ）  

二 電 波 法 第 四 条 第 三 号 に 規 定 す る 無 線 局

で あ っ て 、 電 波 法 施 行 規 則 第 六 条 第 四 項
二 五 ビ ッ ト 又 は 二 八 ビ ッ ト  

第 一 号 に 規 定 す る コ ー ド レ ス 電 話 の 無 線

局 （ 以 下 「 コ ー ド レ ス 電 話 の 無 線 局 」 と

い う 。 ） の 無 線 設 備  

三 電 波 法 第 四 条 第 三 号 に 規 定 す る 無 線 局

で あ っ て 、 電 波 法 施 行 規 則 第 六 条 第 四 項

第 二 号 に 規 定 す る 特 定 小 電 力 無 線 局 （ 以

下 「 特 定 小 電 力 無 線 局 」 と い う 。 ） の 無

線 設 備 の う ち 、 テ レ メ ー タ ー 用 、 テ レ コ

ン ト ロ ー ル 用 及 び デ ー タ 伝 送 用 の も の

（ キ ャ リ ア セ ン ス の 備 付 け を 要 し な い も

の を 除 く 。 以 下 「 テ レ メ ー タ ー 用 等 の 特

定 小 電 力 無 線 局 の 無 線 設 備 」 と い う 。 ）  

（ １ ） 三 一 二MHz を 超 え

一 、 二 六 〇MHz 以 下 の 周

波 数 の 電 波 を 使 用 す る も

の （ 九 一 五 ・ 九MHz 以 上

九 二 九 ・ 七MHz 以 下 の 周

波 数 の 電 波 を 使 用 す る も

の を 除 く 。 ） に あ っ て

は 、 四 八 ビ ッ ト 以 上  

（ ２ ） 九 一 五 ・ 九MHz 以

上 九 二 九 ・ 七MHz 以 下 の

周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る

も の に あ っ て は 、 三 二 ビ

ッ ト 以 上  

三 の 二 特 定 小 電 力 無 線 局 の 無 線 設 備 の う

ち 、 テ レ メ ー タ ー 用 、 テ レ コ ン ト ロ ー ル

用 及 び デ ー タ 伝 送 用 の も の で あ つ て 、 九

二 〇 ・ 五MHz 以 上 九 二 五 ・ 一MHz 以 下

の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る も の （ キ ャ リ
三 二 ビ ッ ト 以 上  
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ア セ ン ス の 備 付 け を 要 し な い も の で あ っ

て 、 無 線 設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 十 四 第 七

号 ニ た だ し 書 に 規 定 す る 条 件 に 適 合 す る

も の に 限 る 。 ）  

四 特 定 小 電 力 無 線 局 の う ち 、 体 内 植 込 型

医 療 用 デ ー タ 伝 送 用 （ 以 下 「 体 内 植 込 型

医 療 用 デ ー タ 伝 送 用 」 と い う 。 ） の 体 外

無 線 制 御 設 備  

二 四 ビ ッ ト 以 上  

五 削 除   

六 特 定 小 電 力 無 線 局 の 無 線 設 備 の う ち 、

人 ・ 動 物 検 知 通 報 シ ス テ ム 用 の も の （ 以

下 「 人 ・ 動 物 検 知 通 報 シ ス テ ム 用 の 特 定

小 電 力 無 線 局 」 と い う 。 ） の 無 線 設 備  

四 八 ビ ッ ト 以 上  

七 電 波 法 第 四 条 第 三 号 に 規 定 す る 無 線 局

で あ っ て 、 電 波 法 施 行 規 則 第 六 条 第 四 項

第 三 号 に 規 定 す る 小 電 力 セ キ ュ リ テ ィ シ

ス テ ム の 無 線 局 （ 以 下 「 小 電 力 セ キ ュ リ

テ ィ シ ス テ ム の 無 線 局 」 と い う 。 ） の 無

線 設 備  

四 八 ビ ッ ト  

八 電 波 法 施 行 規 則 第 六 条 第 四 項 第 四 号 に

規 定 す る 小 電 力 デ ー タ 通 信 シ ス テ ム の 無
四 八 ビ ッ ト 以 上 。 た だ し 、

次 に 掲 げ る 周 波 数 の 電 波 を

線 局 （ 以 下 「 小 電 力 デ ー タ 通 信 シ ス テ ム

の 無 線 局 」 と い う 。 ） の 無 線 設 備 及 び 同

項 第 十 一 号 に 規 定 す る 五 ・ 二GHz 帯 高 出

力 デ ー タ 通 信 シ ス テ ム の 無 線 局 （ 以 下

「 五 ・ 二GHz 帯 高 出 力 デ ー タ 通 信 シ ス テ

ム の 無 線 局 」 と い う 。 ） の 無 線 設 備  

使 用 す る も の に つ い て は 、

一 九 ビ ッ ト 以 上 と す る 。  

（ １ ） 五 、 一 五 〇MHz を

超 え 五 、 三 五 〇MHz 以

下 、 五 、 四 七 〇MHz を 超

え 五 、 七 三 〇MHz 以 下 又

は 五 、 九 二 五MHz を 超 え

六 、 四 二 五MHz 以 下  

（ ２ ） 二 四 ・ 七 七GHz 以

上 二 五 ・ 二 三GHz 以 下 の

周 波 数 で あ っ て 二 四 ・ 七

七GHz 若 し く は 二 四 ・ 七

七GHz に 一 〇MHz の 整 数

倍 を 加 え た も の  

（ ３ ） 五 七GHz を 超 え 六

六GHz 以 下  

九 電 波 法 第 四 条 第 三 号 に 規 定 す る 無 線 局

で あ っ て 、 無 線 設 備 規 則 （ 昭 和 二 十 五 年

電 波 監 理 委 員 会 規 則 第 十 八 号 ） 第 九 条 の

四 第 六 号 イ に 規 定 す る 時 分 割 多 元 接 続 方

式 狭 帯 域 デ ジ タ ル コ ー ド レ ス 電 話 の 無 線
（ １ ） 無 線 設 備 規 則 第 九

条 の 四 第 七 号 ロ に 規 定 す

る 時 分 割 多 元 接 続 方 式 狭

帯 域 デ ジ タ ル コ ー ド レ ス

電 話 の 親 機 （ 以 下 「 時 分
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局 （ 以 下 「 時 分 割 多 元 接 続 方 式 狭 帯 域 デ

ジ タ ル コ ー ド レ ス 電 話 の 無 線 局 」 と い

う 。 ） の 無 線 設 備  

割 多 元 接 続 方 式 狭 帯 域 デ

ジ タ ル コ ー ド レ ス 電 話 の

親 機 」 と い う 。 ） の 無 線

設 備 に あ っ て は 、 二 九 ビ

ッ ト  

（ ２ ） 時 分 割 多 元 接 続 方

式 狭 帯 域 デ ジ タ ル コ ー ド

レ ス 電 話 の 親 機 以 外 の 無

線 局 の 無 線 設 備 に あ っ て

は 、 二 八 ビ ッ ト  

九 の 二 電 波 法 第 四 条 第 三 号 に 規 定 す る 無

線 局 で あ っ て 、 無 線 設 備 規 則 第 九 条 の 四

第 六 号 イ に 規 定 す る 時 分 割 多 元 接 続 方 式

広 帯 域 デ ジ タ ル コ ー ド レ ス 電 話 の 無 線 局

（ 以 下 「 時 分 割 多 元 接 続 方 式 広 帯 域 デ ジ

タ ル コ ー ド レ ス 電 話 の 無 線 局 」 と い

う 。 ） の 無 線 設 備  

（ １ ） 無 線 設 備 規 則 第 四

十 九 条 の 八 の 二 の 二 第 一

号 に 規 定 す る 時 分 割 多 元

接 続 方 式 広 帯 域 デ ジ タ ル

コ ー ド レ ス 電 話 の 親 機

（ 以 下 「 時 分 割 多 元 接 続

方 式 広 帯 域 デ ジ タ ル コ ー

ド レ ス 電 話 の 親 機 」 と い

う 。 ） の 無 線 設 備 に あ っ

て は 、 四 〇 ビ ッ ト  

（ ２ ） 時 分 割 多 元 接 続 方

式 広 帯 域 デ ジ タ ル コ ー ド

レ ス 電 話 の 親 機 以 外 の 無

線 局 の 無 線 設 備 に あ っ て

は 、 三 六 ビ ッ ト  

九 の 三 電 波 法 第 四 条 第 三 号 に 規 定 す る 無

線 局 で あ っ て 、 無 線 設 備 規 則 第 九 条 の 四

第 六 号 ロ に 規 定 す る 時 分 割 ・ 直 交 周 波 数

分 割 多 元 接 続 方 式 デ ジ タ ル コ ー ド レ ス 電

話 の 無 線 局 （ 以 下 「 時 分 割 ・ 直 交 周 波 数

分 割 多 元 接 続 方 式 デ ジ タ ル コ ー ド レ ス 電

話 の 無 線 局 」 と い う 。 ） の 無 線 設 備  

二 四 ビ ッ ト 以 上  

十 電 波 法 第 四 条 第 三 号 に 規 定 す る 無 線 局

で あ っ て 、 電 波 法 施 行 規 則 第 六 条 第 四 項

第 六 号 に 規 定 す るPHS の 陸 上 移 動 局

（ 以 下 「PHS の 陸 上 移 動 局 」 と い

う 。 ） の 無 線 設 備  

二 八 ビ ッ ト  

十 一 削 除   

十 二 電 波 法 第 四 条 第 三 号 に 規 定 す る 無 線

局 で あ っ て 、 電 波 法 施 行 規 則 第 四 条 の 四

第 二 項 第 二 号 に 規 定 す る 超 広 帯 域 無 線 シ

ス テ ム の 無 線 局 （ 以 下 「 超 広 帯 域 無 線 シ
四 八 ビ ッ ト 以 上  
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ス テ ム の 無 線 局 」 と い う 。 ） の 無 線 設 備  
十 三 電 波 法 第 四 条 第 三 号 に 規 定 す る 無 線

局 で あ っ て 、 電 波 法 施 行 規 則 第 四 条 の 四

第 二 項 第 五 号 に 規 定 す る 七 〇 〇MHz 帯

高 度 道 路 交 通 シ ス テ ム （ 以 下 「 七 〇 〇

MHz 帯 高 度 道 路 交 通 シ ス テ ム 」 と い

う 。 ） の 無 線 局 の 無 線 設 備  

四 八 ビ ッ ト 以 上  

二 使 用 す る 電 波 の 周 波 数 が 空 き 状 態 で あ る と の 判 定 は 、 次 の 表 の 上

欄 に 掲 げ る 使 用 す る 無 線 設 備 の 区 別 に 従 い 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に

掲 げ る 方 法 に よ る も の と す る 。  

使 用 す る 無 線 設 備 の 区 別  使 用 す る 電 波 の 周 波 数 が 空

き 状 態 で あ る と の 判 定 の 方

法  

一 微 弱 無 線 局 の 無 線 設 備  受 信 機 入 力 電 圧 が 二 マ イ

ク ロ ボ ル ト 以 下 の 場 合 に 判

定 を 行 う 。  

二 コ ー ド レ ス 電 話 の 無 線 局 の 無 線 設 備  受 信 機 入 力 電 圧 が 二 マ イ

ク ロ ボ ル ト 以 下 の 場 合 に 判

定 を 行 う 。  

三 テ レ メ ー タ ー 用 等 の 特 定 小 電 力 無 線 局

の 無 線 設 備  

（ １ ） テ レ メ ー タ ー 用 等

の 特 定 小 電 力 無 線 局 の 無

線 設 備 （ 四 〇 〇MHz 帯 の

周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る

も の に 限 る 。 ） を 使 用 す

る も の に あ っ て は 、 受 信

機 入 力 電 力 が （ － ） 九 六

デ シ ベ ル （ 一 ミ リ ワ ッ ト

を 〇 デ シ ベ ル と す る 。 ）

以 下 の 場 合 に 判 定 を 行

う 。  

（ ２ ） 九 一 五 ・ 九MHz 以

上 九 二 九 ・ 七MHz 以 下 の

周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る

も の に あ っ て は 、 受 信 機

入 力 電 力 が （ － ） 八 〇 デ

シ ベ ル （ 一 ミ リ ワ ッ ト を

〇 デ シ ベ ル と す る 。 ） 以

下 の 場 合 に 判 定 を 行 う 。

た だ し 、 空 中 線 電 力 が 二

〇 ミ リ ワ ッ ト を 超 え る も

の に あ っ て は 、 そ の 超 え

た 分 を （ － ） 八 〇 デ シ ベ
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ル か ら 減 じ た 値 以 下 の 場

合 に 判 定 を 行 う 。  

（ ３ ） デ ー タ 伝 送 用 の 特

定 小 電 力 無 線 局 の 無 線 設

備 （ 一 、 二 〇 〇MHz 帯 の

周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る

も の に 限 る 。 ） を 使 用 す

る も の に あ っ て は 、 受 信

機 入 力 電 力 が （ － ） 一 〇

〇 デ シ ベ ル （ 一 ミ リ ワ ッ

ト を 〇 デ シ ベ ル と す

る 。 ） 以 下 の 場 合 に 判 定

を 行 う 。  

四 体 内 植 込 型 医 療 用 デ ー タ 伝 送 用 の 体 外

無 線 制 御 設 備  

受 信 入 力 電 力 の 値 が 次 式 で

求 め た 値 未 満 の 場 合 に 判 定

を 行 う 。 た だ し 、 四 〇 一

MHz を 超 え 四 〇 二MHz 以 下

及 び 四 〇 五MHz を 超 え 四 〇

六MHz 以 下 の 周 波 数 帯 域 又

は 四 〇 二MHz を 超 え 四 〇 五

MHz 以 下 の 周 波 数 帯 域 に お

い て 、 次 式 で 求 め た 受 信 入

力 電 力 の 値 以 上 の 他 の 無 線

局 等 の 電 波 を 受 信 し た 場 合

は 、 当 該 受 信 入 力 電 力 が 最

低 値 と な る 周 波 数 帯 域 を 空

き 状 態 で あ る と の 判 定 を 行

う 。  

10logB －150 ＋G デ シ ベ ル

（ １ ミ リ ワ ッ ト を ０ デ シ ベ

ル と す る 。 ）  

B は 、 通 信 状 態 に お け る

最 大 輻 射 帯 域 幅 （ 体 内 植 込

型 医 療 用 デ ー タ 伝 送 用 の 体

内 無 線 設 備 、 体 外 無 線 設 備

又 は 体 外 無 線 制 御 設 備 が 輻

射 す る 帯 域 幅 で あ っ て 、 最

大 変 調 時 に お け る 輻 射 電 力

の 最 大 値 か ら の 減 衰 量 が20

デ シ ベ ル と な る 上 限 及 び 下

限 の 周 波 数 幅 （ 単 位Hz ） の

い ず れ か 最 大 の も の を い
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う 。 ） と し 、G は 、 受 信 空

中 線 の 絶 対 利 得 と す る 。  

五 人 ・ 動 物 検 知 通 報 シ ス テ ム 用 の 特 定 小

電 力 無 線 局 の 無 線 設 備  

受 信 機 入 力 電 力 が （ － ） 九

六 デ シ ベ ル （ 一 ミ リ ワ ッ ト

を 〇 デ シ ベ ル と す る 。 ） 以

下 の 場 合 に 判 定 を 行 う 。  

六 小 電 力 デ ー タ 通 信 シ ス テ ム の 無 線 局 の

無 線 設 備 及 び 五 ・ 二GHz 帯 高 出 力 デ ー タ

通 信 シ ス テ ム の 無 線 局 の 無 線 設 備  

（ １ ） 二 、 四 〇 〇MHz 以

上 二 、 四 八 三 ・ 五MHz 以

下 の 周 波 数 の 電 波 を 使 用

す る も の に あ っ て は 、 他

の 無 線 局 か ら 発 射 さ れ る

電 波 を 検 出 し 、 又 は 受 信

信 号 と 拡 散 の た め の 信 号

を 演 算 し 信 号 レ ベ ル を 検

出 す る こ と に よ り 判 定 を

行 う 。 た だ し 、 通 信 品 質

劣 化 時 に 通 信 路 の 切 断 を

行 う 機 能 を 有 す る も の に

あ っ て は 、 通 信 路 の 正 常

性 を 確 認 す る こ と に よ り

判 定 を 行 う こ と が で き

る 。  

（ ２ ） 二 、 四 七 一MHz 以

上 二 、 四 九 七MHz 以 下 の

周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る

も の に あ っ て は 、 他 の 無

線 局 か ら 発 射 さ れ る 電 波

を 検 出 し 、 又 は 受 信 信 号

と 拡 散 の た め の 信 号 を 演

算 し 信 号 レ ベ ル を 検 出 す

る こ と に よ り 判 定 を 行

う 。  

（ ３ ） 五 、 一 五 〇MHz を

超 え 五 、 三 五 〇MHz 以

下 、 五 、 四 七 〇MHz を 超

え 五 、 七 三 〇MHz 以 下 又

は 五 、 九 二 五MHz を 超 え

六 、 四 二 五MHz 以 下 の 周

波 数 の 電 波 を 使 用 す る も

の に つ い て は 、 次 の と お

り と す る 。  

ア 通 信 の 相 手 方 以 外 の
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無 線 局 の 無 線 設 備 か ら

発 射 さ れ た 電 波 を 受 信

し 、 受 信 空 中 線 の 最 大

利 得 方 向 に お け る 電 界

強 度 が 毎 メ ー ト ル 一 〇

〇 ミ リ ボ ル ト を 超 え る

場 合 に 当 該 無 線 局 の 無

線 設 備 が 発 射 す る 周 波

数 の 電 波 と 同 一 の 周 波

数 の 電 波 の 発 射 を 行 わ

な い も の で あ る こ と 。  
イ そ の 無 線 設 備 は 、 使

用 す る 電 波 の 周 波 数 が

空 き 状 態 で あ る と の 判

定 を 行 っ た 後 、 送 信 を

開 始 す る も の で あ る こ

と 。 た だ し 、 判 定 後 八

ミ リ 秒 以 内 に 、 当 該 判

定 を 行 っ た 無 線 設 備 を

使 用 す る 無 線 局 又 は こ

れ を 通 信 の 相 手 方 と す

る 無 線 局 が 送 信 を 開 始

す る 場 合 は 、 当 該 判 定

を 省 略 す る こ と が で き

る 。  

（ ４ ） 二 四 ・ 七 七GHz 以

上 二 五 ・ 二 三GHz 以 下 の

周 波 数 で あ っ て 二 四 ・ 七

七GHz 若 し く は 二 四 ・ 七

七GHz に 一 〇MHz の 整 数

倍 を 加 え た 周 波 数 の 電 波

を 使 用 す る も の に つ い て

は 、 次 の と お り と す る 。  

ア 通 信 の 相 手 方 以 外 の

無 線 局 の 無 線 設 備 か ら

発 射 さ れ た 電 波 を 受 信

し 、 受 信 空 中 線 の 最 大

利 得 方 向 に お け る 電 界

強 度 が 毎 メ ー ト ル 四 六

〇 ミ リ ボ ル ト （ 一MHz

の 帯 域 幅 に お け る 等 価

等 方 輻 射 電 力 が 、 絶 対
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利 得 〇 デ シ ベ ル の 送 信

空 中 線 に 一MHz の 帯 域

幅 に お け る 平 均 電 力 が

一 〇 ミ リ ワ ッ ト の 空 中

線 電 力 を 加 え た と き の

値 を 超 え る と き は 次 の

式 に よ り 求 め ら れ る

値 ） を 超 え る 場 合 に 、

当 該 無 線 設 備 が 発 射 す

る 周 波 数 の 単 位 無 線 チ

ャ ネ ル と 同 一 の 周 波 数

の 電 波 の 発 射 を 行 わ な

い も の で あ る こ と 。 こ

の 場 合 に お い て 、 当 該

無 線 設 備 か ら 発 射 さ れ

た 電 波 の 受 信 は 、 そ れ

ぞ れ の 単 位 無 線 チ ャ ネ

ル の 搬 送 波 の 周 波 数 に

お い て 行 う も の と す

る 。  

460 ／√A ミ リ ボ ル ト  

A は 、 １MHz の 帯

域 幅 に お け る 等 価 等

方 輻 射 電 力 を 、 絶 対

利 得 ０ デ シ ベ ル の 送

信 空 中 線 に １MHz の

帯 域 幅 に お け る 平 均

電 力 が10 ミ リ ワ ッ ト

の 空 中 線 電 力 を 加 え

た と き の 値 で 除 し た

値 と す る 。  

イ （ ３ ） イ に 規 定 す る

条 件 の も の で あ る こ

と 。  

（ ５ ） 五 七GHz を 超 え 六

六GHz 以 下 の 周 波 数 の 電

波 を 使 用 す る も の に あ っ

て は 、 他 の 無 線 局 か ら 発

射 さ れ る 電 波 を 検 出 し 、

又 は 受 信 信 号 を 演 算 し 信

号 レ ベ ル を 検 出 す る こ と

に よ り 判 定 を 行 う 。  
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七 時 分 割 多 元 接 続 方 式 狭 帯 域 デ ジ タ ル コ

ー ド レ ス 電 話 の 無 線 局 の 無 線 設 備  

受 信 機 入 力 電 圧 が 一 五 九

マ イ ク ロ ボ ル ト 以 下 の 場 合

に 判 定 を 行 う 。  

七 の 二 時 分 割 多 元 接 続 方 式 広 帯 域 デ ジ タ

ル コ ー ド レ ス 電 話 の 無 線 局 の 無 線 設 備  

（ １ ） 時 分 割 多 元 接 続 方

式 広 帯 域 デ ジ タ ル コ ー ド

レ ス 電 話 の 親 機 の 無 線 設

備 （ 一 、 八 九 九 ・ 〇 七 二

MHz 又 は 一 、 九 〇 〇 ・ 八

MHz の 周 波 数 の 電 波 を 発

射 し よ う と す る 場 合 に 限

る 。 ） に あ っ て は 、 時 分

割 多 元 接 続 方 式 狭 帯 域 デ

ジ タ ル コ ー ド レ ス 電 話 の

制 御 チ ャ ネ ル の う ち 、

一 、 八 九 八 ・ 四 五MHz 又

は 一 、 九 〇 〇 ・ 二 五MHz

の 電 波 に よ る 受 信 電 力 が

（ － ） 八 二 デ シ ベ ル （ 一

ミ リ ワ ッ ト を 〇 デ シ ベ ル

と す る 。 ） 以 下 の 場 合 及

び 本 項 （ ２ ） の 場 合 に 判

定 を 行 う 。 た だ し 、 一 、

八 九 九 ・ 〇 七 二MHz の 周

波 数 の 電 波 を 発 射 し よ う

と す る 場 合 で あ っ て 空 中

線 電 力 が 一 ミ リ ワ ッ ト 以

下 又 は 一 、 九 〇 〇 ・ 八

MHz の 周 波 数 の 電 波 を 発

射 し よ う と す る 場 合 で あ

っ て 空 中 線 電 力 が 〇 ・ 三

ミ リ ワ ッ ト 以 下 の も の は

こ の 限 り で は な い 。  

（ ２ ） 時 分 割 多 元 接 続 方

式 広 帯 域 デ ジ タ ル コ ー ド

レ ス 電 話 の 親 機 の 無 線 設

備 及 び 時 分 割 多 元 接 続 方

式 広 帯 域 デ ジ タ ル コ ー ド

レ ス 電 話 の 親 機 以 外 の 無

線 設 備 に あ っ て は 、 電 波

を 発 射 す る た め に 使 用 す

る チ ャ ネ ル 及 び そ れ に 対

応 す る 受 信 の た め の チ ャ
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ネ ル に お い て 、 通 信 の 相

手 方 以 外 の 無 線 局 が 発 射

す る 電 波 に よ る 受 信 電 力

が 一 フ レ ー ム 以 上 に わ た

り （ － ） 六 二 デ シ ベ ル

（ 一 ミ リ ワ ッ ト を 〇 デ シ

ベ ル と す る 。 ） 以 下 の 場

合 に 判 定 を 行 う 。  

七 の 三 時 分 割 ・ 直 交 周 波 数 分 割 多 元 接 続

方 式 デ ジ タ ル コ ー ド レ ス 電 話 の 無 線 局 の

無 線 設 備  
（ １ ） 占 有 周 波 数 帯 幅 の

許 容 値 が 一 、 四 〇 〇kHz
の 無 線 設 備 に つ い て は 、

ア か ら ウ の 場 合 に 判 定 を

行 う 。 な お 、 空 中 線 電 力

の 低 下 分 を 空 中 線 の 利 得

で 補 う も の 以 外 の 場 合 に

あ っ て は 、 最 大 二 〇 デ シ

ベ ル ま で の 空 中 線 電 力 の

低 下 分 を 受 信 電 力 に 加 え

る こ と が で き る 。  

ア 時 分 割 ・ 直 交 周 波 数

分 割 多 元 接 続 方 式 デ ジ

タ ル コ ー ド レ ス 電 話 の

親 機 （ 子 機 の キ ャ リ ア

セ ン ス を 代 行 す る も の

に 限 る 。 ） に あ っ て

は 、 そ の 電 波 を 発 射 す

る た め に 使 用 す る サ ブ

フ レ ー ム に お い て 、 通

信 の 相 手 方 以 外 の 無 線

局 が 発 射 す る 電 波 に よ

る 受 信 電 力 が 、 一 フ レ

ー ム 以 上 に わ た り

（ － ） 六 八 デ シ ベ ル

（ 一 ミ リ ワ ッ ト を 〇 デ

シ ベ ル と す る 。 ） 以 下

で あ る 場 合  

イ 時 分 割 ・ 直 交 周 波 数

分 割 多 元 接 続 方 式 デ ジ

タ ル コ ー ド レ ス 電 話 の

親 機 及 び 子 機 そ れ ぞ れ

が キ ャ リ ア セ ン ス を 行

う も の に あ っ て は 、 そ
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の 電 波 を 発 射 す る た め

に 使 用 す る サ ブ フ レ ー

ム に お い て 、 通 信 の 相

手 方 以 外 の 無 線 局 が 発

射 す る 電 波 に よ る 受 信

電 力 が 、 一 フ レ ー ム 以

上 に わ た り 、 （ － ） 六

二 デ シ ベ ル （ 一 ミ リ ワ

ッ ト を 〇 デ シ ベ ル と す

る 。 ） 以 下 で あ る 場 合  
ウ 時 分 割 多 元 接 続 方 式

狭 帯 域 デ ジ タ ル コ ー ド

レ ス 電 話 の 制 御 チ ャ ネ

ル の う ち 、 一 、 八 九

八 ・ 四 五MHz 又 は 一 、

九 〇 〇 ・ 二 五MHz の 電

波 に よ る 受 信 電 力 が

（ － ） 七 五 デ シ ベ ル

（ 一 ミ リ ワ ッ ト を 〇 デ

シ ベ ル と す る 。 ） 以 下

の 場 合  

（ ２ ） 占 有 周 波 数 帯 幅 の

許 容 値 が 五 、 〇 〇 〇kHz

又 は 一 ○MHz の 無 線 設 備

に つ い て は 、 ア か ら ウ の

場 合 に 判 定 を 行 う 。 な

お 、 空 中 線 電 力 の 低 下 分

を 空 中 線 の 利 得 で 補 う も

の 以 外 の 場 合 に あ っ て

は 、 最 大 二 〇 デ シ ベ ル ま

で の 空 中 線 電 力 の 低 下 分

を 受 信 電 力 に 加 え る こ と

が で き る 。  

ア 時 分 割 ・ 直 交 周 波 数

分 割 多 元 接 続 方 式 デ ジ

タ ル コ ー ド レ ス 電 話 の

親 機 （ 子 機 の キ ャ リ ア

セ ン ス を 代 行 す る も の

に 限 る 。 ） に あ っ て

は 、 そ の 電 波 を 発 射 す

る た め に 使 用 す る サ ブ

フ レ ー ム に お い て 、 通
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信 の 相 手 方 以 外 の 無 線

局 が 発 射 す る 電 波 に よ

る 受 信 電 力 が 、 一 フ レ

ー ム 以 上 に わ た り

（ － ） 六 四 デ シ ベ ル

（ 一 ミ リ ワ ッ ト を 〇 デ

シ ベ ル と す る 。 ） 以 下

で あ る 場 合  

イ 時 分 割 ・ 直 交 周 波 数

分 割 多 元 接 続 方 式 デ ジ

タ ル コ ー ド レ ス 電 話 の

親 機 及 び 子 機 そ れ ぞ れ

が キ ャ リ ア セ ン ス を 行

う も の に あ っ て は 、 そ

の 電 波 を 発 射 す る た め

に 使 用 す る サ ブ フ レ ー

ム に お い て 、 通 信 の 相

手 方 以 外 の 無 線 局 が 発

射 す る 電 波 に よ る 受 信

電 力 が 、 一 フ レ ー ム 以

上 に わ た り 、 （ － ） 五

六 デ シ ベ ル （ 一 ミ リ ワ

ッ ト を 〇 デ シ ベ ル と す

る 。 ） 以 下 で あ る 場 合  

ウ 時 分 割 ・ 直 交 周 波 数

分 割 多 元 接 続 方 式 デ ジ

タ ル コ ー ド レ ス 電 話 の

親 機 が 中 心 周 波 数 一 、

八 九 九 ・ 一MHz の 電 波

を 発 射 し よ う と す る 場

合 、 時 分 割 多 元 接 続 方

式 狭 帯 域 デ ジ タ ル コ ー

ド レ ス 電 話 の 制 御 チ ャ

ネ ル の う ち 、 一 、 八 九

八 ・ 四 五MHz 又 は 一 、

九 〇 〇 ・ 二 五MHz の 電

波 に よ る 受 信 電 力 が

（ － ） 八 二 デ シ ベ ル

（ 一 ミ リ ワ ッ ト を 〇 デ

シ ベ ル と す る 。 ） 以 下

の 場 合  

八 PHS の 陸 上 移 動 局 の 無 線 設 備  受 信 機 入 力 電 圧 が 一 五 九
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マ イ ク ロ ボ ル ト 以 下 の 場 合

に 判 定 を 行 う 。  

九 削 除   

十 超 広 帯 域 無 線 シ ス テ ム の 無 線 局 の 無 線

設 備  

他 の 無 線 局 か ら 発 射 さ れ

る 電 波 を 検 出 し 、 又 は 受 信

信 号 を 演 算 し 信 号 レ ベ ル を

検 出 す る こ と に よ り 判 定 を

行 う 。 た だ し 、 通 信 品 質 劣

化 時 に 通 信 路 の 切 断 を 行 う

機 能 を 有 す る も の に あ っ て

は 、 通 信 路 の 正 常 性 を 確 認

す る こ と に よ り 判 定 を 行 う

こ と が で き る 。  

十 一 七 〇 〇MHz 帯 高 度 道 路 交 通 シ ス テ

ム の 陸 上 移 動 局 の 無 線 設 備  

受 信 機 入 力 電 力 が （ － ） 五

三 デ シ ベ ル （ 一 ミ リ ワ ッ ト

を 〇 デ シ ベ ル と す る 。 ） 未

満 の 場 合 に 判 定 を 行 う 。  

三 使 用 す る 電 波 の 周 波 数 の 空 き 状 態 の 判 定 の 機 能 を 要 し な い 端 末 設

備 又 は 自 営 電 気 通 信 設 備 （ 以 下 「 端 末 設 備 等 」 と い う 。 ） は 、 次 の

と お り と す る 。  

１ 火 災 、 盗 難 そ の 他 の 非 常 の 通 報 の 用 に 供 す る 端 末 設 備 等  

２ 第 一 号 の 表 の 三 の 二 の 項 に 規 定 す る 無 線 設 備 を 使 用 す る 端 末 設

備 等  

３ 人 ・ 動 物 検 知 通 報 シ ス テ ム 用 の 特 定 小 電 力 無 線 局 の 無 線 設 備

（ 空 中 線 電 力 が 一 〇 ミ リ ワ ッ ト 以 下 の も の に 限 る 。 ） を 使 用 す る

端 末 設 備 等  

４ 小 電 力 セ キ ュ リ テ ィ シ ス テ ム の 無 線 局 の 無 線 設 備 を 使 用 す る 端

末 設 備 等  

５ 小 電 力 デ ー タ 通 信 シ ス テ ム の 無 線 局 の 無 線 設 備 （ 五 七GHz を 超

え 六 六GHz 以 下 の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る も の で あ っ て 、 空 中 線

電 力 が 一 〇 ミ リ ワ ッ ト 以 下 の も の に 限 る 。 ） を 使 用 す る 端 末 設 備

等  

６ 七 〇 〇MHz 帯 高 度 道 路 交 通 シ ス テ ム の 固 定 局 又 は 基 地 局 の 無 線

設 備 を 使 用 す る 端 末 設 備 等  

四 一 の 筐 体 に 収 め る こ と を 要 し な い 無 線 設 備 又 は そ の 装 置 は 、 次 の

と お り と す る 。  

１ 小 電 力 デ ー タ 通 信 シ ス テ ム の 無 線 局 の 無 線 設 備 （ 五 七GHz を 超

え 六 六GHz 以 下 の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る も の を 除 く 。 ） 、 五 ・

二GHz 帯 高 出 力 デ ー タ 通 信 シ ス テ ム の 無 線 局 の 無 線 設 備 、 時 分 割

多 元 接 続 方 式 広 帯 域 デ ジ タ ル コ ー ド レ ス 電 話 の 無 線 局 の 無 線 設

備 、 七 〇 〇MHz 帯 高 度 道 路 交 通 シ ス テ ム の 無 線 局 の 無 線 設 備 、 テ

レ メ ー タ ー 用 等 の 特 定 小 電 力 無 線 局 の 無 線 設 備 （ 九 一 五 ・ 九MHz
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以 上 九 二 九 ・ 七MHz 以 下 の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る も の に 限

る 。 ） 又 は 第 一 項 の 表 中 三 の 二 の 項 に 規 定 す る 無 線 設 備 で あ っ

て 、 次 の 条 件 を 満 た す も の  

（ 一 ） 空 中 線 系 を 除 く 高 周 波 部 及 び 変 調 部 は 容 易 に 開 け ら れ な

い こ と 。  

（ 二 ） 送 信 装 置 識 別 装 置 、 呼 出 符 号 記 憶 装 置 及 び 識 別 装 置 は 容

易 に 取 り 外 し で き な い こ と 。  

２ 超 広 帯 域 無 線 シ ス テ ム の 無 線 局 の 無 線 設 備 で あ っ て 、 そ の 筐 体

は 容 易 に 開 け る こ と が で き な い 構 造 の も の  

３ 次 に 掲 げ る 無 線 設 備 の 装 置  

（ 一 ） 電 源 装 置 、 送 話 器 及 び 受 話 器  

（ 二 ） 空 中 線 （ 四 一 〇MHz を 超 え 四 三 〇MHz 以 下 、 四 四 〇

MHz を 超 え 四 七 〇MHz 以 下 及 び 一 、 二 一 五MHz を 超 え 一 、 二

六 〇MHz 以 下 の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る テ レ メ ー タ ー 用 、 テ レ

コ ン ト ロ ー ル 用 及 び デ ー タ 伝 送 用 の 特 定 小 電 力 無 線 局 の 無 線 設

備 の 装 置 に 限 る 。 ）  

（ 三 ） 受 信 専 用 空 中 線  

（ 四 ） 操 作 器 、 表 示 器 、 音 量 調 整 器 そ の 他 こ れ に 準 ず る も の  

（ 五 ） ス ケ ル チ 調 整 器 、 周 波 数 切 替 装 置 、 送 受 信 の 切 替 器 及 び

デ ー タ 信 号 用 附 属 装 置 そ の 他 こ れ に 準 ず る も の （ テ レ メ ー タ ー

用 等 の 特 定 小 電 力 無 線 局 の 無 線 設 備 の 装 置 に 限 る 。 ）  

（ 六 ） 送 信 機 以 外 の 装 置 （ 五 七GHz を 超 え 六 六GHz 以 下 の 周 波

数 の 電 波 を 使 用 す る 小 電 力 デ ー タ 通 信 シ ス テ ム の 無 線 局 の 無 線

設 備 の 装 置 に 限 る 。 ）  

（ 七 ） 制 御 装 置 、 周 波 数 切 替 装 置 、 送 受 信 の 切 替 器 、 識 別 符 号

設 定 器 及 び デ ー タ 信 号 用 附 属 装 置 そ の 他 こ れ に 準 ず る も の （ 小

電 力 セ キ ュ リ テ ィ シ ス テ ム の 無 線 局 の 無 線 設 備 の 装 置 に 限

る 。 ）  

４ 時 分 割 ・ 直 交 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 デ ジ タ ル コ ー ド レ ス 電 話

の 無 線 局 の 無 線 設 備 で あ っ て 、 空 中 線 を 除 く 高 周 波 部 及 び 変 調 部

は 、 容 易 に 開 け る こ と が で き な い も の 。 ま た 、 高 周 波 部 及 び 変 調

部 が 別 の 筐 体 に 収 め ら れ て い る 場 合 に あ っ て は 、 送 信 装 置 と し て

の 同 一 性 を 維 持 で き る 措 置 が 講 じ ら れ て お り 、 か つ 、 そ れ ぞ れ が

容 易 に 開 け る こ と が で き な い 構 造 の も の 。  

五 端 末 設 備 等 規 則 第 三 十 六 条 の 規 定 に よ り 同 令 第 九 条 の 規 定 を 準 用

す る 自 営 電 気 通 信 設 備 は 、 次 の と お り と す る 。  

１ 微 弱 無 線 局 の 無 線 設 備 を 使 用 す る 自 営 電 気 通 信 設 備  

２ コ ー ド レ ス 電 話 の 無 線 局 の 無 線 設 備 を 使 用 す る 自 営 電 気 通 信 設

備  
３ テ レ メ ー タ ー 用 等 の 特 定 小 電 力 無 線 局 の 無 線 設 備 を 使 用 す る 自

営 電 気 通 信 設 備  

４ 第 一 号 の 表 の 三 の 二 の 項 に 規 定 す る 無 線 設 備 を 使 用 す る 自 営 電
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気 通 信 設 備  
５ 体 内 植 込 型 医 療 用 デ ー タ 伝 送 用 の 体 外 無 線 制 御 設 備 を 使 用 す る

自 営 電 気 通 信 設 備  

６ 人 ・ 動 物 検 知 通 報 シ ス テ ム 用 の 特 定 小 電 力 無 線 局 の 無 線 設 備 を

使 用 す る 自 営 電 気 通 信 設 備  

７ 小 電 力 セ キ ュ リ テ ィ シ ス テ ム の 無 線 局 の 無 線 設 備 を 使 用 す る 自

営 電 気 通 信 設 備  

８ 小 電 力 デ ー タ 通 信 シ ス テ ム の 無 線 局 の 無 線 設 備 又 は 五 ・ 二GHz

帯 高 出 力 デ ー タ 通 信 シ ス テ ム の 無 線 局 の 無 線 設 備 を 使 用 す る 自 営

電 気 通 信 設 備  

９ 時 分 割 多 元 接 続 方 式 狭 帯 域 デ ジ タ ル コ ー ド レ ス 電 話 の 無 線 局 の

無 線 設 備 を 使 用 す る 自 営 電 気 通 信 設 備  

10 時 分 割 多 元 接 続 方 式 広 帯 域 デ ジ タ ル コ ー ド レ ス 電 話 の 無 線 局 の

無 線 設 備 を 使 用 す る 自 営 電 気 通 信 設 備  

11 時 分 割 ・ 直 交 周 波 数 分 割 多 元 接 続 方 式 デ ジ タ ル コ ー ド レ ス 電 話

の 無 線 局 の 無 線 設 備 を 使 用 す る 自 営 電 気 通 信 設 備  

12 PHS の 陸 上 移 動 局 （ 時 分 割 多 元 接 続 方 式 狭 帯 域 デ ジ タ ル コ ー ド

レ ス 電 話 の 親 機 を 通 信 の 相 手 の 無 線 局 と す る も の に 限 る 。 ） の 無

線 設 備 を 使 用 す る 自 営 電 気 通 信 設 備  

13 七 〇 〇MHz 帯 高 度 道 路 交 通 シ ス テ ム の 無 線 局 の 無 線 設 備 を 使 用

す る 自 営 電 気 通 信 設 備  

改 正 文 ・ 附 則 （ 平 成 一 七 年 五 月 一 六 日 総 務 省 告 示 第 五 八 一

号 ） 抄  

① 平 成 十 七 年 五 月 十 六 日 か ら 施 行 す る 。  

② 無 線 設 備 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 省 令 （ 平 成 十 七 年 総 務 省 令 第 九 十

三 号 ） 附 則 第 四 項 前 段 の 規 定 は 、 こ の 告 示 に お い て 準 用 す る 。  

改 正 文 （ 平 成 二 八 年 五 月 一 八 日 総 務 省 告 示 第 二 一 三 号 ） 抄  

電 気 通 信 事 業 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 平 成 二 十 七 年 法 律 第 二 十

六 号 ） の 施 行 の 日 （ 平 成 二 十 八 年 五 月 二 十 一 日 ） か ら 施 行 す る 。  

附 則 （ 平 成 二 九 年 九 月 一 一 日 総 務 省 告 示 第 二 九 五 号 ）  

こ の 告 示 は 、 平 成 二 十 九 年 十 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

改 正 文 （ 令 和 元 年 一 一 月 二 〇 日 総 務 省 告 示 第 二 五 四 号 ） 抄  

電 波 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 令 和 元 年 法 律 第 六 号 ） 附 則 第 一 条 第

二 号 に 掲 げ る 規 定 の 施 行 の 日 （ 令 和 元 年 十 一 月 二 十 日 ） か ら 施 行 す

る 。  

   附 則 （ 令 和 六 年 九 月 三 〇 日 総 務 省 告 示 第 二 九 三 号 ）  

 電 波 法 施 行 規 則 等 の 一 部 を 改 正 す る 省 令 （ 令 和 六 年 総 務 省 令 第 八 十

九 号 ） 第 一 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 電 波 法 施 行 規 則 （ 昭 和 二 十 五 年 電

波 監 理 委 員 会 規 則 第 十 四 号 ） 第 六 条 第 四 項 第 八 号 に 規 定 す る 五GHz 帯

無 線 ア ク セ ス シ ス テ ム の 無 線 局 の 無 線 設 備 に 係 る こ の 告 示 に よ る 改 正

前 の 平 成 六 年 郵 政 省 告 示 第 四 百 二 十 四 号 の 規 定 は 、 令 和 十 八 年 三 月 三

十 一 日 ま で の 間 は 、 な お そ の 効 力 を 有 す る 。  


